
労働争議の調整の状況 
（令和４年（１月～６月）） 

                              

１ 概要 

令和４年上半期に係属した労働争議の調整は、前年からの繰越しはなく、新規申請が３件の計３件で、その

うち１件が終結した。 

                             （単位：件）                                                        

          区分 
年 

係   属   件   数 
終結件数 継続(繰越) 

前年繰越 新規申請 計 

30 
31・元 
２ 
３ 
４ 

１ 
－ 
１ 
－ 
－ 

３(５) 
－(２) 
１(３) 
１(６) 
３ 

４(６) 
－(２) 
２(４) 
１(６) 
３ 

２(６) 
－(１) 
１(４) 
１(６) 
１ 

２(－) 
－(１) 
１(－) 
－(－) 
２ 

(注）括弧書は、通年の件数 

 

２ 取扱状況 

令和４年上半期に係属した労働争議の調整は、前年からの繰越はなく、新規申請は３件、うち1件が終結し、

２件が下半期にも係属した。この終結した調整手続１件はあっせんで、案提示により解決した。 

調整回数は１回、調整継続日数は50日であった。 

                                                    

終結状況                                                （単位：件） 

     区分 

 年 

解   決 
打切り 

 
取下げ 計 

案提示 その他 小 計 うち不応諾 

30 

31・元 

２ 

３ 

４ 

－(１) 

－(１) 

１(４) 

－(４) 

１ 

－(－) 

－(－) 

－(－) 

－(－)

－ 

－(１) 

－(１) 

１(４) 

－(４) 

１ 

２(４) 

－(－) 

－(－) 

１(２) 

－(－) 

１(３) 

－(－) 

－(－) 

－ 

－ 

－(１) 

－(－) 

－(－) 

－ 

－ 

２(６) 

－(１) 

１(４) 

１(６) 

１ 

(注）括弧書は、通年の件数 

不応諾：被申請者があっせんに応じないため、あっせん開催に至らなかったもの 

 

調整回数                                                               （単位：件） 

     回数 

 年 
０回 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 計 

平均回数 

(0回を除く） 

30 

31・元 

２ 

３ 

４ 

３ 

－ 

－ 

－ 

－ 

２ 

－ 

４ 

４ 

１ 

－ 

１ 

－ 

１ 

－ 

１ 

－ 

－ 

１ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

６ 

１ 

４ 

－ 

－ 

1.7 

2.0 

1.0 

1.5 

1.0 

 

調整係属日数                                 （単位：件）                                    

     日数 

 年 

５日 

以内 

６～ 

10日 

11～ 

20日 

21～ 

30日 

31～ 

50日 

51～ 

100日 

101日 

以上 
計 平均日数 

30 

31・元 

２ 

３ 

４ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

１ 

－ 

１ 

－ 

－ 

２ 

－ 

２ 

１ 

１ 

２ 

１ 

１ 

３ 

－ 

１ 

－ 

－ 

２ 

－ 

６ 

１ 

４ 

６ 

１ 

57.8 

81.0 

43.3 

86.7 

50.0 

 



３ 終結事件の概要                                

業       種 事 件 の 概 要 
終 結 

内 容 

調整区分 

申請者区分 
労：組 合 
使：使用者 
双：双 方 

申請年月日 

終結年月日 

あっせん回数 

係 属 日 数      

医療業 

・新病棟の人員配置計画の提示 
・看護師の夜勤勤務体制の改善 

解決 

あっせん 

 

労 

４.２.28 

４.４.18 

１回 

50日 

あっせんの結果、労使双方は、労働
環境の更なる改善・向上を目指し、
コミュニケーションを密にするこ
とにより互いの共通認識と理解を
深めて、良好な労使関係の構築を図
るとのあっせん案を受諾した。 

 


